
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

告

示

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
件

六
二
五

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
を
変
更
し
た
件

六
二
五

○
土
地
改
良
法
に
よ
り
換
地
計
画
を
定
め
た
件

六
二
五

○
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
件
二
件

六
二
六

○
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
件

六
二
六

公

告

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
件
四
件

六
二
六

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
件
二
件

六
二
七

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
る
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
件

六
二
八

○
都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
関
係
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
件

六
二
八

福
島
県
教
育
委
員
会
教
育
長

○
落
札
者
を
決
定
し
た
件

六
二
九

福
島
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

○
漁
業
法
に
よ
り
指
示
す
る
件

六
二
九

告

示

福
島
県
告
示
第
七
百
九
十
一
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
右
田
・

海
老
地
区
に
係
る
県
営
農
山
漁
村
地
域
復
興
基
盤
総
合
整
備
事
業
（
農
地
整
備
事
業
（
経
営
体
育
成

型
）
）
を
行
う
た
め
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
。
こ
の
決
定
に
係
る
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦

覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十
三
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十
六
日
か
ら
（
二
十
二
日
間
）

平
成
二
十
六
年
一
月
六
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

南
相
馬
市
役
所

（
農
村
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
七
百
九
十
二
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

押
釜
地
区
に
係
る
県
営
農
業
農
村
基
盤
整
備
事
業
（
農
地
整
備
事
業
（
経
営
体
育
成
型
）
）
を
行
う
た

め
の
土
地
改
良
事
業
計
画
を
変
更
し
た
。
こ
の
変
更
後
の
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十
三
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十
六
日
か
ら
（
二
十
二
日
間
）

平
成
二
十
六
年
一
月
六
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

南
相
馬
市
役
所

（
農
村
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
七
百
九
十
三
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

長
峰
地
区
の
県
営
区
画
整
理
事
業
に
係
る
換
地
計
画
を
定
め
た
。
こ
の
定
め
に
係
る
関
係
書
類
を
次
の

と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十
三
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

換
地
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十
六
日
か
ら
（
二
十
二
日
間
）

平
成
二
十
六
年
一
月
六
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

泉
崎
村
役
場

矢
吹
町
役
場

（
農
地
管
理
課
）

───────────────────────────────────────────────────────────
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福
島
県
告
示
第
七
百
九
十
四
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保

安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十
三
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

伊
達
市
霊
山
町
石
田
字
下
越
田
一
〇
七
、
字
杉
ノ
内
一

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
崩
壊
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

㈠

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

㈡

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
伊
達
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準

伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

㈢

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水
産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
保

全
課
及
び
伊
達
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

（
森
林
保
全
課
）

福
島
県
告
示
第
七
百
九
十
五
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保

安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十
三
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

い
わ
き
市
小
川
町
柴
原
字
曲
萱
一
の
一
一

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

㈠

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

㈡

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
い
わ
き
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標

準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

㈢

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水
産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
保

全
課
及
び
い
わ
き
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

（
森
林
保
全
課
）

福
島
県
告
示
第
七
百
九
十
六
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林

水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十
三
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

大
沼
郡
会
津
美
里
町
東
尾
岐
字
烏
帽
子
嶽
二
六
七
二
の
一
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、

二
六
七
二
の
二
か
ら
二
六
七
二
の
一
六
ま
で
、
二
六
七
二
の
二
九
、
二
六
七
二
の
三
五
、
二
六
七
二

の
五
一
、
字
神
籠
嶽
一
〇
〇
八
五
の
一
、
一
〇
〇
八
五
の
一
七

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
涵
養
か
ん

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

㈠

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

㈡

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
会
津
美
里
町
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る

標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

㈢

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水

産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
保
全
課
及
び
会
津
美
里
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

（
森
林
保
全
課
）

公

告

公
告
第
三
百
八
十
一
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十
三
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
日

二

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ふ
く
し
ま
ウ
ォ
ー
ム
ネ
ッ
ト

───────────────────────────────────────────────────────────
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───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
三

代
表
者
の
氏
名

星
野

庸
子

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

福
島
県
福
島
市
腰
浜
町
二
十
六
番
二
十
七
号

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
福
島
県
民
に
対
し
て
、
他
の
特
定
非
営
利
活
動
法
人
、
地
域
社
会
活
動
団
体
等
と

連
携
し
て
、
就
労
継
続
支
援
Ｂ
型
の
運
営
事
業
（
以
下
「
運
営
事
業
」
と
い
う
。
）
、
運
営
事
業
に

伴
う
野
菜
、
食
品
等
の
自
主
製
作
物
品
の
販
売
事
業
及
び
障
が
い
者
に
係
る
成
年
後
見
人
等
の
受
任

活
動
等
権
利
擁
護
事
業
を
行
い
、
障
が
い
者
の
社
会
参
加
、
並
び
に
障
が
い
者
の
自
己
決
定
及
び
自

己
実
現
を
支
援
し
、
誰
も
が
共
に
生
き
る
こ
と
の
で
き
る
社
会
の
実
現
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
。

（
文
化
振
興
課
）

公
告
第
三
百
八
十
二
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十
三
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
五
年
十
二
月
三
日

二

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
福
島
県
ス
ポ
ー
ツ
吹
矢
協
会

三

代
表
者
の
氏
名

吉
田

憲
春

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

福
島
県
福
島
市
在
庭
坂
字
中
ノ
堂
一
番
地
の
三
百
六

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
人
々
の
健
康
と
生
き
が
い
に
対
し
て
、
ス
ポ
ー
ツ
吹
矢
を
通
し
て
広
く
県
民
の
健

康
促
進
、
生
き
が
い
の
創
出
に
効
果
を
も
た
ら
す
ス
ポ
ー
ツ
と
し
て
の
教
育
、
普
及
を
は
じ
め
、
社

会
教
育
振
興
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
県
民
の
心
身
の
健
全
な
発
展
と
福
島
県
の
ス
ポ
ー
ツ
振
興
に

寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
文
化
振
興
課
）

公
告
第
三
百
八
十
三
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十
三
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
日

二

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
結
び
の
家
「
く
る
み
」

三

代
表
者
の
氏
名

茂
木

い
づ
み

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

福
島
県
福
島
市
御
山
町
七
番
十
一
号

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
末
期
癌
の
方
や
在
宅
療
養
者
及
び
障
が
い
を
持
つ
方
々
の
ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ
の

達
成
に
向
け
、
様
々
な
職
種
と
か
か
り
つ
け
医
と
が
協
力
し
、
末
期
癌
の
方
や
在
宅
療
養
者
及
び
障

が
い
を
持
つ
方
々
と
そ
の
家
族
の
支
援
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
も
っ
て
在
宅
医
療
福
祉
に
寄
与
す

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
文
化
振
興
課
）

公
告
第
三
百
八
十
四
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十
三
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
五
年
十
二
月
五
日

二

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
南
相
馬
フ
ァ
ク
ト
リ
ー

三

代
表
者
の
氏
名

佐
藤

定
広

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

福
島
県
南
相
馬
市
原
町
区
桜
井
町
一
丁
目
二
百
七
十
八
番
地

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
主
と
し
て
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
と
被
災
地
域
に
居
住
す
る
障
が
い
を
持
つ
ひ

と
に
対
し
て
、
被
災
地
域
と
そ
の
地
域
を
つ
な
ぐ
た
め
に
、
仕
事
づ
く
り
支
援
、
情
報
発
信
支
援
、

ア
ー
ト
活
動
支
援
の
事
業
を
行
い
、
社
会
的
弱
者
を
つ
く
ら
な
い
、
社
会
的
弱
者
を
孤
立
さ
せ
な
い

あ
た
た
か
な
社
会
づ
く
り
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
文
化
振
興
課
）

公
告
第
三
百
八
十
五
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十
三
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
五
年
十
一
月
二
十
八
日

二

名
称

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
南
相
馬

三

代
表
者
の
氏
名

草
野

良
太

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

福
島
県
南
相
馬
市
原
町
区
本
町
一
丁
目
三
十
一
番
地
四
ツ
葉
ビ
ル
一
Ｆ

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
広
く
一
般
市
民
に
対
し
て
、
現
在
求
め
ら
れ
て
い
る
高
齢
化
社
会
、
環
境
問
題
、

青
少
年
教
育
、
障
害
者
雇
用
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
開
発
、
途
上
国
支
援
な
ど
の
社
会
的
課
題
の
解
決
に

関
す
る
事
業
を
行
い
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
広
げ
る
こ
と
に
よ
り
、
新
し
い
仕
組
み
作
り
を
促
進
し
、

よ
り
良
い
社
会
の
実
現
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
文
化
振
興
課
）

公
告
第
三
百
八
十
六
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十
三
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
五
年
十
一
月
二
十
七
日

二

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ク
ラ
ブ
ネ
ッ
ツ

三

代
表
者
の
氏
名

黒
須

充

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

福
島
県
福
島
市
鎌
田
字
町
四
十
六
番
地
の
四

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
地
域
住
民
に
対
し
て
、
総
合
型
地
域
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
設
立
の
啓
発
及
び
支
援
活

動
や
総
合
型
地
域
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
の
設
立
を
目
指
す
ス
ポ
ー
ツ
リ
ー
ダ
ー
の
発
掘
・
育
成
に
関
す

る
事
業
を
行
い
、
総
合
型
地
域
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
を
核
と
し
た
地
域
住
民
の
自
立
的
な
社
会
参
加
を

促
進
し
、
も
っ
て
公
益
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
こ
こ
で
い
う
総
合
型
地
域
ス
ポ
ー

ツ
ク
ラ
ブ
と
は
、
地
域
住
民
の
受
益
者
負
担
の
精
神
と
自
主
運
営
に
基
づ
い
た
自
立
型
の
ス
ポ
ー
ツ

ク
ラ
ブ
で
あ
り
、
地
域
社
会
全
体
の
活
性
化
を
図
る
と
と
も
に
、
わ
が
国
の
生
涯
ス
ポ
ー
ツ
振
興
に

寄
与
す
る
組
織
で
あ
る
。

（
文
化
振
興
課
）

公
告
第
三
百
八
十
七
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
の
廃
止
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十
三
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

サ
ン
シ
ョ
ー
横
塚
店

福
島
県
郡
山
市
横
塚
一
丁
目
一
の
一

二

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
廃
止
前
の
店
舗
面
積
の
合
計

千
五
百
四
十
三
平
方
メ
ー
ト
ル

三

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
廃
止
後
の
店
舗
面
積
の
合
計

零
平
方
メ
ー
ト
ル

四

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
と
な
る
日

平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
三
日

五

届
出
年
月
日

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
日

六

届
出
を
し
た
者

株
式
会
社
ヨ
ー
ク
ベ
ニ
マ
ル

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

公
告
第
三
百
八
十
八
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
で
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
相
馬
市
か
ら
相
馬
都
市
計
画
一
団
地
の
住
宅
施
設
の
変
更
に
係
る
関
係
図
書
の

写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十
三
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

縦
覧
に
供
す
る
図
書

総
括
図
、
計
画
図
及
び
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
場
所

福
島
県
土
木
部
都
市
総
室
都
市
計
画
課
及
び
福
島
県
相
双
建
設
事
務
所
企
画
管
理
部
企
画
調
査
課

（
都
市
計
画
課
）

福
島
県
教
育
委
員
会
教
育
長
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公 告 第 ３ ３ 号
Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 福 島 県 立 小 名 浜 高 等 学 校 情 報 教

育 コ ン ピ ュ ー タ シ ス テ ム の 賃 貸 借 に つ い て 、 次 の と お り 落 札 者 を 決 定 し た の で 、 地 方 公
共 団 体 の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を 定 め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 372号 。 以
下 「 特 例 政 令 」 と い う 。 ） 第 11条 及 び 福 島 県 財 務 規 則 （ 昭 和 39年 福 島 県 規 則 第 17号 ） 第
274条 の 11第 １ 項 の 規 定 に よ り 公 告 す る 。

平 成 25年 12月 13日
福 島 県 教 育 委 員 会 教 育 長 杉 昭 重

１ 落 札 に 係 る 借 入 物 品 の 名 称 及 び 数 量
福 島 県 立 小 名 浜 高 等 学 校 情 報 教 育 コ ン ピ ュ ー タ シ ス テ ム 一 式 （ 搬 入 、 据 付 け 、 組

立 て 、 調 整 、 機 器 保 守 、 撤 去 等 を 含 む 。 ）
２ 契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 公 所 の 名 称 及 び 所 在 地

福 島 県 立 小 名 浜 高 等 学 校 福 島 県 い わ き 市 小 名 浜 下 神 白 字 武 城 23番 地
３ 落 札 者 を 決 定 し た 日

平 成 25年 11月 20日
４ 落 札 者 の 氏 名 及 び 住 所

株 式 会 社 中 松 商 会 東 京 都 千 代 田 区 内 神 田 二 丁 目 16番 ９ 号
５ 落 札 金 額

35 , 7 2 8 , 2 0 0円
６ 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 手 続

一 般 競 争 入 札
７ 特 例 政 令 第 ６ 条 の 公 告 を 行 っ た 日

平 成 25年 10月 ８ 日
（ 財 務 課 施 設 財 産 室 ）

福
島
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

福
島
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
七
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
ひ
ら
め

の
保
護
増
殖
を
図
る
た
め
、
ひ
ら
め
の
採
捕
等
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
指
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十
三
日

福
島
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

会
長

新

妻

芳

弘

一

指
示
の
内
容

１

福
島
県
海
面
に
お
い
て
、
全
長
三
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
ひ
ら
め
は
、
採
捕
し
て
は
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
試
験
研
究
機
関
等
が
試
験
研
究
の
た
め
採
捕
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

漁
業
を
営
む
者
又
は
水
産
動
植
物
の
販
売
若
し
く
は
加
工
を
業
と
す
る
者
は
、
１
の
規
定
に
違

反
し
て
採
捕
さ
れ
た
ひ
ら
め
又
は
そ
の
製
品
を
所
持
し
、
販
売
し
、
又
は
加
工
し
て
は
な
ら
な
い
。

二

指
示
の
有
効
期
間

こ
の
指
示
の
有
効
期
間
は
、
平
成
二
十
六
年
一
月
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。
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